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平成 1９年第４回青森市議会定例会提出予定案件 
 

件                    名 
提出 

件数 

専決処分 

 

○ 専決処分の承認について（平成 19年度青森市一般会計補正予算（第 3号）） 

 

 

     計 １

予 算 案 

 

○ 平成 19 年度青森市一般会計補正予算（第 4号） 

 

○ 平成 19 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市霊園特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市学校給食特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 19 年度青森市水道事業会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 19 年度青森市大平財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 19 年度青森市野木財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

○ 平成 19 年度青森市二ケ大字（後潟・四戸橋）財産区特別会計予算 

 

 

     計 １５

条 例 案 

 

○ 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

○ 青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について 
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○ 青森市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

○ 青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

     計 

５

単 行 案 

 

○ 財産の取得について 

 

○ 財産の取得について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について 

 

○ 南津軽郡藤崎町福富地区農業集落排水処理施設に係る協定書の変更につい

て 

 

○ 市道の路線の廃止について 
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○ 市道の路線の認定について 

 

 

      計 ２３

報  告 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

 

     計 ８

合      計 ５２
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○ 専決処分 

 
議案第１７６号 専決処分の承認について（平成 19 年度青森市一般会計補正予算（第 3 号）） 

 

 

 

○ 予算案 

 
議案第１７７号 平成 19 年度青森市一般会計補正予算（第 4号） 

 

議案第１７８号 平成 19 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１７９号 平成 19 年度青森市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８０号 平成 19 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８１号 平成 19 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８２号 平成 19 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８３号 平成 19 年度青森市霊園特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８４号 平成 19 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８５号 平成 19 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８６号 平成 19 年度青森市学校給食特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８７号 平成 19 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８８号 平成 19 年度青森市水道事業会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１８９号 平成 19 年度青森市大平財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１９０号 平成 19 年度青森市野木財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１９１号 平成 19 年度青森市二ケ大字（後潟・四戸橋）財産区特別会計予算 
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○ 条例案 

 

議案第１７５号 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

国家公務員の給与改定及び地域の民間給与等の状況を勘案し、一般職の職員に

係る給料月額及び扶養手当の引上げ並びに期末手当の引下げ等を実施するため、

改正をしようとするものである。 

 

 

議案第１９２号 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う 

 関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に伴い、所要の改正をしよ

うとするものである。 

 

議案第１９３号 青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税の特別徴収について定めるため、

改正をしようとするものである。 

 

議案第１９４号 青森市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

 

後期高齢者医療制度の実施に伴い、重度心身障害者医療費助成制度の対象者の

要件について、改正をしようとするものである。 

 

議案第１９５号 青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

占用物件の区分の追加及び道路法施行令の一部改正に伴う所要の改正をしよう

とするものである。 

 

 

 

○ 単行案 

 

議案第１９６号 財産の取得について 

 
石江土地区画整理事業用地として、土地を取得するものである。 

 
取得する財産 
  土 地  所  在   青森市大字石江字高間５６番１ ほか２６筆 
       地  目   田、畑、山林、公衆用道路、用悪水路及び雑種地 
       地  積   ３４，３４５．４２平方メートル 
契約の相手方 所  在   青森市中央一丁目２２番５号 
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       名  称   青森市土地開発公社 
              （理事長 三上 召三） 
取得価格   ９８７，９４４，４７９円 
関係法令   地方自治法第９６条第１項第８号 
 

議案第１９７号 財産の取得について 

 
モヤヒルズのゲレンデ整備用として、圧雪車を取得するものである。 

 
取得する財産 圧雪車 １台 
契約の相手方 所  在   青森市大字八ツ役字矢作６９番１ 
       名  称   青森いすゞ自動車株式会社 
              （取締役社長 関 邦雄） 
取得価格   ２９，１９０，０００円 
       （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 
                         １，３９０，０００円） 
関係法令   地方自治法第９６条第１項第８号 
 

議案第１９８号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市中世の館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市浪岡大字浪岡字細田８０番地１ 
   名称 婆娑羅凡人舎 
      （代表 佐藤 道留） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 
 

議案第１９９号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市営住宅花園団地、青森市営住宅青柳団地、青森市営住宅小柳第一団地、

青森市営住宅小柳第二団地、青森市営住宅小柳第三団地、青森市営住宅桜川第一

団地、青森市営住宅桜川第二団地、青森市営住宅千草団地、青森市営住宅幸畑第

二団地、青森市営住宅幸畑第三団地、青森市営住宅幸畑第四団地、青森市営住宅

幸畑第五団地、青森市営住宅三内団地、青森市営住宅野木和第二団地、青森市営

住宅野木和第三団地、青森市営住宅戸山団地、青森市営住宅奥野団地、青森市営

住宅桂木団地、青森市営住宅ベイサイド柳川、青森市営住宅合浦団地、青森市営

住宅ベイタウン沖館、青森市営住宅はままち団地、青森市特定公共賃貸住宅ベイ

サイド柳川、青森市特定公共賃貸住宅ベイタウン沖館及び青森市特定公共賃貸住

宅三内団地の指定管理者の指定をしようとするものである。 
 
指定管理者となる団体 
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   所在 青森市中央一丁目１番２９号 
   名称 協同組合タッケン 
      （代表理事 川嶋 勝美） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 
 

議案第２００号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市営住宅赤川団地、青森市営住宅林本団地、青森市営住宅花岡団地、青森

市営住宅白鳥団地、青森市営住宅宮本団地及び青森市営住宅福田団地の指定管理

者の指定をしようとするものである。 
 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市浪岡大字女鹿沢字西種本５番地 
   名称 大地土木有限会社 
      （取締役 工藤 修一） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 
 

議案第２０１号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市油川市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市大字羽白字池上１９７番地１ 
   名称 青森市油川市民センター管理運営協議会 
      （会長 舘田 紀代文） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２０２号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市荒川市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市大字荒川字柴田１２９番地１ 
   名称 青森市荒川市民センター管理運営協議会 
      （会長 穐元 豊一） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
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議案第２０３号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市東部市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市原別三丁目８番１号 
   名称 青森市東部市民センター管理運営協議会 
      （会長 鹿内 忠雄） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２０４号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市大野市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市大字大野字若宮７１番地 
   名称 青森市大野市民センター管理運営協議会 
      （会長 長崎 悟） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２０５号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市横内市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市大字横内字亀井２８番地２ 
   名称 青森市横内市民センター管理運営協議会 
      （会長 太田 智三） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２０６号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市戸山市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市大字駒込字蛍沢４８番地１９０ 
   名称 青森市戸山市民センター管理運営協議会 
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      （会長 佐々木 幸雄） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２０７号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市浪岡中央公民館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市浪岡大字浪岡字若松１２０番地６ 
   名称 浪岡生涯学習施設管理運営協議会 
      （会長 野呂 尚史） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 
 

議案第２０８号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市浪岡北中野公民館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市浪岡大字北中野字中坪２０３番地２ 
   名称 青森市浪岡北中野公民館管理運営協議会 
      （会長 小倉 照雄） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２０９号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市浪岡本郷公民館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市浪岡大字本郷字篠原８６番地 
   名称 青森市浪岡本郷公民館管理運営協議会 
      （会長 津川 金雄） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２１０号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市浪岡野沢公民館の指定管理者の指定をしようとするものである。 



－１０－ 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市浪岡大字下石川字平野２６６番地 
   名称 青森市浪岡野沢公民館管理運営協議会 
      （会長 櫛引 正） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２１１号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市浪岡女鹿沢公民館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市浪岡大字下十川字大沼袋１４番地 
   名称 青森市浪岡女鹿沢公民館管理運営委員会 
      （会長 奈良岡 洋一） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２１２号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園の指定管理者の指定をしようとするもので

ある。 
 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市浪岡大字徳才子字早稲田１０３番地１ 
   名称 青森市浪岡大杉公民館管理運営協議会 
      （会長 福士 茂） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２１３号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
青森市浪岡体育館、浪岡総合公園、浪岡野球場、浪岡庭球場、浪岡陸上競技場

及び浪岡相撲場の指定管理者の指定をしようとするものである。 
 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市浪岡大字女鹿沢字東花岡５３番地２７ 
   名称 浪岡青い森スポーツ協議会 
      （代表 倉田 忠男） 
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指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 
 

議案第２１４号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
北部地区農村環境改善センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   所在 青森市大字奥内字宮田４１番地３ 
   名称 青森市北部地区農村環境改善センター管理運営協議会 
      （会長 川田 緑也） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２１５号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
北中野農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 
指定管理者となる団体 
   名称 北中野町内会 
      （町会長 山内 春男） 
指定の期間 平成２０年４月１日から平成２３年３月３１日まで 
関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
 

議案第２１６号 南津軽郡藤崎町福富地区農業集落排水処理施設に係る協定書の変更について 

 
青森市と南津軽郡藤崎町との境界の一部変更に伴い、公の施設の区域外設置に

係る経費の負担に関する変更について協議するためのものである。 
 
関係法令   地方自治法第２４４条の３第３項 
 

議案第２１７号 市道の路線の廃止について 

 
花園幸畑線ほか１６路線の市道を廃止しようとするものである。 

 
総延長   １０，６３９．６ｍ 
総面積   １５０，５６８㎡ 
関係法令  道路法第１０条第１項及び第３項 
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議案第２１８号 市道の路線の認定について 

 
花園幸畑線ほか６１路線を市道として認定しようとするものである。 

 
総延長   １４，４０８．１ｍ 
総面積   １６６，８０５㎡ 
関係法令  道路法第８条第１項及び第２項 

 

 

 

○ 報 告 

 

報告第２１号 専決処分の報告について 

 

議会の議決を経た工事請負契約について、工事施工上変更を余儀なくされる部

分が生じたため専決処分したので、その報告をするものである。 

 

工事名      奥野第三ポンプ場雨水放流渠工事 

契約金額     （変更前）１８３，７５０，０００円 

         （変更後）１９３，５０８，７００円 

         （増 額）  ９，７５８，７００円 

専決処分年月日  平成１９年１１月９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２２号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年７月４日 

損害賠償額    ２５１，７５４円 

専決処分年月日  平成１９年１０月９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２３号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年８月１３日 

損害賠償額    １９，２０５円 

専決処分年月日  平成１９年１０月９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 
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報告第２４号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年８月１９日 

損害賠償額    １１７，７７０円 

専決処分年月日  平成１９年１０月９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２５号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年８月３１日 

損害賠償額    １２，７６７円 

専決処分年月日  平成１９年１０月９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２６号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年８月２２日 

損害賠償額    ６，６１０円 

専決処分年月日  平成１９年１０月１６日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第２７号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年６月２７日 

損害賠償額    １５４，３５０円 

専決処分年月日  平成１９年１０月２９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 
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報告第２８号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報告

をするものである。 

 

事故発生年月日  平成１９年１０月２３日 

損害賠償額    ２６，２５０円 

専決処分年月日  平成１９年１１月８日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

  
 


